
福井県医療審議会
資料１

令和３年３月１９日（金）

新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 福井県内第３期の振返りについて P 1

(2) 新型コロナウイルスワクチンの接種体制について P 10～11

(3) ４月以降の当面の体制について P 12～13



県内における新型コロナウイルス感染状況（第３期：１０月～２月）
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福井県 １週間患者数・入院患者数等の動向（第３期）

新規感染者数/日 1週間合計患者数 入院患者数 ICU患者数
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（第１期～第３期）
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3月18日 4月18日 5月18日 6月18日 7月18日 8月18日 9月18日 10月18日 11月18日 12月18日 1月18日 2月18日

福井県 １週間患者数・入院患者数等の動向

新規感染者数/日 1週間合計患者数 入院患者数 ICU患者数
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県民への要請（警報・注意報等）

11/13
「感染拡大注意報」発令
（～12/17 35日間）

・感染対策の再徹底（マスク着用、体調管理等）
・感染リスクが高まる「５つの場面」に注意
・帰省は２週間前から感染対策呼びかけ（12/9～）

12/18
年末年始感染対策徹底期間
（～1/6 20日間）

・帰省、初詣、成人式など年末年始の感染対策

1/7
「感染拡大注意報」発令
（～1/８ 2日間）

・緊急事態宣言地域への不要不急の往来自粛
・成人式前後の飲食はできるだけ避ける

1/9
「感染拡大警報」発令
（～2/14 37日間）

・会食は４人以下
・他県を往来した家族がいる場合は家庭内でも対策

2/15
「感染拡大注意報」

に引き下げ
（～2/28 14日間）

・感染対策の継続
・高齢者福祉施設等の感染対策強化

【国における緊急事態宣言】

・令和３年１月 ８日～ 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

１月１４日～２月 ７日 栃木県

１月１４日～２月２８日 岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、

福岡県
３



４

（帰省・成人式の注意喚起チラシ）
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新型コロナウイルスの検査数と検査可能数

検査数 検査可能数

検査体制（ＰＣＲ、抗原検査）

①検査数と検査可能数（ＰＣＲ検査）

・一日あたりの最大検査数は６１９件（2月19日）（令和2年2月17日の検査開始以来最多）

・インフルエンザの流行期に備え、医療機関の検査体制を整備し、２８４機関

の診療・検査医療機関の契約により、検査可能数は５，２０８検体（抗原検査

を含む）/日に拡充

10/16
診療・検査医療機関
246機関

11/1
二州健康福祉センター
の検査開始
診療・検査医療機関
246機関⇒273機関

12/1
診療・検査医療機関
273機関⇒279機関

12/7
診療・検査医療機関
279機関⇒282機関

12/28
民間検査機関の検査開始

検
査
数
（
件
）

検
査
可
能
数
（
件
）

1/25
診療・検査医療機関
282機関⇒283機関

2/22
診療・検査医療機関
283機関⇒284機関

５



②陽性者数と陽性率

・陽性者の確認は令和３年１月１５日の２５人が最も多い。（検査開始以来最多）

・陽性率は令和２年１１月９日の１８．８％が最も高い。

（最高は令和２年３月２５日の５７．１％）
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医療提供体制

・新型コロナ入院患者受入れ病床は、宿泊療養施設を含め400床を確保

（医療機関 255床＋宿泊療養施設 145床）

・感染拡大の状況に応じて病床を確保し、新型コロナ感染症の対応と一般診療を両立

・10月～2月の患者全員（301名、ピーク時77名／日）を受け入れて治療を実施

・宿泊療養施設では、軽症・無症状患者のほか濃厚接触者を受入れて感染拡大を防止

病床数および患者数の推移（令和2年10月4日～令和3年2月28日）

平常時
20床確保
（～10/15）

＋8床要請
（10/16）

フェーズ1
77床要請
（11/11）

フェーズ2
111床要請
（11/19）

フェーズ3
163床要請
（1/14）

フェーズ2
引下げ
（2/15）

ピーク時入院患者
77人（1/26）

７

フェーズ1
引下げ
（2/22）



新規患者数5人／週
病床77床準備要請

新規患者数20人／週
病床111床準備要請

入院患者が50人に達した日
病床163床準備要請

入院患者が90人に達した日
病床255床準備要請

フェーズ1

フェーズ2

フェーズ4

フェーズ3

77病床

111病床

163病床

255病床

20病床

平常時

【感染拡大の状況に応じた病床確保（病床確保計画）】

８



患者の受入調整・搬送調整

【これまでの実施状況】

※ 消防機関によるコロナ患者搬送：23件（10月～1月末：救急7件、転院搬送16件）

・1月に発生した高齢者施設でのクラスターでは、現地に医療チームを派遣して入
院・搬送調整を行い、全ての陽性者が速やかに医療機関に入院

1月15日 16日 17日 25日 26日 27日

統括医師 1名 1名 1名 ー ー ー

医師 1名 1名 1名 ー ー ー

看護師 2名 2名 2名 3名 2名 3名

調整員 1名 1名 1名 ー ー ー

計 5名 5名 5名 3名 2名 3名

＜クラスター対策医療チーム派遣状況＞

９

・昨年11月13日～2月28日まで「入院コーディネートセンター」を設置。
各病院の空き病床を管理し、症状に応じて適切な医療機関への入院・搬送を調整。
DMAT登録80名が延べ284回出務

・全県的な搬送調整により、患者数の増加に対応した受入れを実施

・病院と患者情報（酸素投与状況等）を共有し、重症化のため転院搬送が必要な場合
に的確に対応

・疑い患者を受け入れる病院を確保し、疑い患者の救急搬送・転院搬送は円滑に機能



１ 福井県における接種スケジュール（※ワクチンの供給状況によりスケジュールは変更する）

新型コロナウイルスワクチンの接種体制について

10

対象者数

２月 ３月 ４月～

19日～ 上旬 中旬 下旬

国 ４３１人

県 約3万人

市町

約２３万人

約５１万人

医療従事者向け先行接種

医療従事者向け優先接種

高齢者への接種（６５歳以上）

上記以外の方への接種

（福井勝山総合病院）

調
整
主
体

基礎疾患を有する方(高齢者以外)等への接種

3/5 接種開始

2/19 接種開始

４/12の週 接種開始（※県内全市町で高齢者施設においてモデル接種開始）

高齢者施設の入所者・従事者
を優先



新型コロナワクチン接種順に関する基本的な考え方

接種順については、国の方針に基づき、医療従事者等から優先接種を行う。

また、ステップごとに下記のとおり優先順位を設けてワクチンを配分し、接種を進める。

（１）ステップ１ 医療従事者等（約３万人）

新型コロナ患者に対する最前線の医療体制の維持、住民接種体制の速やかな構築を優先し接種を進めていく。

①新型コロナ患者の入院対応を行う施設の医療従事者

②新型コロナの検査・診断を行う発熱外来を有する施設の医療従事者

③基本型接種施設・連携型接種施設（①、②を除く）の医療従事者

④新型コロナ患者に直接接触する可能性がある救急隊員等

⑤その他の医療従事者

（２）ステップ２ ６５歳以上の高齢者（約２３万人）

施設におけるクラスター対策、重症化リスクの軽減を優先して接種を進めていく。

①高齢者施設等の入所者（※入所施設の従事者はできるだけ、入所者と同時に接種を行う。）

②その他の６５歳以上の高齢者（①を除く）

（３）ステップ３ 基礎疾患を有する者（高齢者以外）等

（４）ステップ４ ステップ１～３に該当しない者

11



12

（令和3年2月24日 厚労省 事務連絡）



本県における４月以降の当面の体制

13

今後、再び新型コロナウイルスが大きく感染拡大する局面を見据え、基本的に現在

の体制を当面維持する。

県民への要請

相談体制

検査体制

医療提供体制

・感染拡大の状況に応じて病床を確保し、新型コロナ感染症の対応と一般診療を両立する体制を維持

・新型コロナ感染症から回復後も入院管理が必要な患者の転院を進め、感染患者の受入れ病床を確保

・これまでと同様、新型コロナ患者は全て入院治療。医療体制の逼迫が懸念される場合は、医師とともに

入院期間の緩和等を検討

・指標をもとに感染状況を総合的に評価し、警報等を発令、対応策を県民へ要請

・年度の切り替わりやGWなど、人の移動が活発化する時期に合わせ、県民に対する注意喚起を徹底

・診療・検査医療機関の指定を継続し、地域の身近な医療機関に受診して検査を行う体制を維持

・患者の発生動向やワクチン接種への対応等を踏まえ、各医療機関において対応時間を柔軟に調整

・かかりつけ医のいない患者等を診療・検査医療機関に迅速に案内するため、受診・相談センターの

体制を維持

・引き続き、診療・検査医療機関の一覧表を医師会、医療機関等と共有


